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横浜・川崎パビリオン
ブース出展者

川崎パビリオン
者募集!

●パビリオンデザイン（2022年例）：黒を基調としたデザイナー装飾
　  ※30社・団体が出展（2022年実績）

●横浜、川崎、神奈川エリアで、ライフサイエンス関連産
　業の支援を行う団体（横浜市、木原記念横浜生命科学振
　興財団、川崎市、川崎市産業振興財団など）が 共同でパビリ
　オンを設置します。
●安価で手間なくご出展いただけます。インパクトのある
　装飾・メイン導線上設置による抜群の集客力！
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“単独出展の不安”
は全て解決！

FRI
申　込　期　限

パビリオン概要

アジア最大級のバイオイベント「BioJapan2023」に
「横浜・川崎パビリオン」として出展する企業を募集します。
貴社の技術PR、販路開拓の機会にぜひお役立てください！

パビリオン受付 1ブース

パビリオン内商談ルーム
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【注】開催や出展の方法が変更・中止となる場合がございます。

会期　2023年10月11日（水）～10月13日（金）
会場　パシフィコ横浜
H P　 https://jcd-expo.jp/ja/

BioJapan2023概要

出展料に含まれるサービス
●1ブース（展示スペース）1平方メートル
●統一デザインによるブース
●備品（予定）：社名表示板-1、収納付き展示台‐1、ポスター掲示版‐1、
　椅子‐1、スポットライト‐1
●共通設備等維持管理費（一定量の電気代及び電気工事費含む）
●来場者向け広報活動（予定）：パビリオンパンフレット作成、集客用
　ノベルティ
●主催者、運営会社等との事務手続きサポート
●事前にシステムにより商談を設定できるマッチングアカウント付与
 （1ブース1枚）
●同アカウントにより、セミナーやレセプション等に参加可能
●パビリオン内商談ルームの使用（要予約）

過｜去｜の｜出｜展｜者｜の｜声

1ブース仕様（予定）

ポスター掲示等サポート

・準備にかける人材が少ない中、出展サポートが充実していて大変助かりました。
・自社ブースの運営と営業活動に集中できました。
・パビリオン全体が目立っているので、ブースはコンパクトながら訴求力があり
   ました。

自社で工夫を凝らした展示台 ノベルティとパンフレット
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●募集数：25ブース程度
注）申込多数の場合は、パビリオン初出展・スタートアップ企業を優先とし、
　　横浜・川崎パビリオンへの出展回数を参考に調整をさせていただきます。何卒ご了承ください。

○パビリオンレイアウト・出展企業の配置
　パビリオンのレイアウト・装飾・パビリオン内の出展企業の配置は、パビリオン事務局が決定します。
○申込方法：事務局まで 「出展申込書」をメールで送ってください。
○出展申込後のキャンセル料金について
　2023年7月1日以降に申込者都合で出展をキャンセルされた場合、出展料をお支払いいただきます。
○展示会が（会期前、会期開始後に関わらず）不可抗力事由により中止となった場合について
お支払いいただいた出展料は、広報物作成費や装飾設営費等、それまでに要した経費を差し引き返金いたします。

85,000円（税込）／1ブース

105,000円（税込）／1ブース

10,000円（税込）／1ID

中小企業料金

一般料金

マッチングアカウント追加

TEL：045-502-4810／FAX：045-502-9810
BioJapan2023  横浜・川崎パビリオン事務局（公財）木原記念横浜生命科学振興財団　担当：渡部（公財）木原記念横浜生命科学振興財団　担当：渡部

申込書掲載サイト：https://biblio.yokohama
申込：必要事項を記入した「出展申込書」のwordファイルをメール添付でお送りください。
E-mail：biblio@kihara.or.jp 件名に「 BioJapan2023出展申込み 社名○○ 」とご入力ください。」とご入力ください。

●出展対象（主催者の定める出展対象に準拠します）
　・医薬品/創薬 ・医療/診断/医療機器 ・化成品/化粧品 ・研究用機器、試薬、消耗品/設備
　・創薬支援/受託サービス ・食品/農林水産/畜産 ・環境/エネルギー ・その他

●出展条件（以下の4点の条件をすべて満たす企業）
　① 本社または事業所所在地が神奈川県内にある企業等
　② BioJapan2023において、原則、「横浜・川崎パビリオン」以外で出展しない企業
　③ 自社で製品の開発やサービスの提供を行っている企業（販売代理業のみの場合は不可）
　④ 展示会終了後のパビリオンアンケートに必ずご回答いただける企業　

●出展料

1社につき2ブースまで お申込みいただけます。
　　注）申込多数の場合、申込ブース数の調整を行うことがあります。
※　中小企業とは、「中小企業基本法」の定義に基づきます。
※　公益財団法人及び地方独立行政法人は、中小企業料金を適用します。
※　展示・配布物作成費、運搬費、交通費等は各社負担です。

出展申込要領

お申込み先

1マッチング
アカウント込

1マッチング
アカウント込


